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１ これまでの経緯と趣旨  

学校を取り巻く環境が複雑化・多様化する中で、学校の担う役割が拡大し続けるとと

もに、新学習指導要領実施に伴う新たな教育課程への対応も求められる中、更なる時間

の確保が必要となっています。 

  このような中、教員が健康を害すればその家族や子供たちへの影響は計り知れません。 

  そこで、平成３０年６月に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法

律」が成立しました。また、平成３１年１月に中央教育審議会の答申において児童生徒

に対して効果的な教育活動を持続的に行うため「学校における働き方改革」の総合的な

方策が示されました。それを受け、文部科学省は「在校等時間」の超過勤務の上限を原

則１か月当たり４５時間以内、１年当たり３６０時間以内等と勤務時間の上限の目安を

示した「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」（以下、「ガイドライ

ン」という。）を示しました。埼玉県においても、令和元年９月に「学校における働き方

改革基本方針」が公表され、その方向性が示されるとともに、市町村教育委員会による

計画的な取組を推進していくことが求められています。 

  さらに、令和２年２月には、「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職

員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき

措置に関する指針」（以下、「指針」という。）が告示されました。これは、「公立の義務

教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律」（令和元年

１２月１１日公布）により、「ガイドライン」が法的根拠のある「指針」に格上げされ、

市町村教育委員会が所管する学校の教育職員の「在校等時間」の上限等に関する方針を

規則等において定め、業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図る

ための措置を講じるよう求められています。 

  北本市教育委員会といたしましては、国のガイドライン、県の「学校における働き方

改革基本方針」に基づき、「北本市立学校における働き方改革基本方針」（以下、「北本

市基本方針」という。）を策定することで、働き方改革を推進し、教職員の多忙化解

消・負担軽減を確実に進め、学校教育の維持向上を図ることとしました。 

 

２ 北本市立学校における働き方改革基本方針の基本的な考え方  

  「北本市基本方針」の策定にあたって、教職員・学校・教育委員会が働き方改革の必

要性を共有しながら北本市の学校教育の目指す「心豊かな 誇り高き 北本っ子」の育

成を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

教職員一人一人が働き方改革の必要性を理

解し、自らの働き方について考え、実践し

ていきます。 
教職員 

働き方改革が迅速かつ着実に実行できるよ

う、学校と連携してよりよい環境整備に取

り組みます。 
教育委員会 

校長のマネジメントのもとに、教職員の意

識啓発を図り、働きやすい職場環境づくり

に組織として取り組みます。 
学 校 

心豊かな 

  誇り高き 

   北本っ子 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.seikatsu-guide.com%2Fimg%2Fconv%2Fw320-h240%2Fenquete%2F2019%2Ft1_c07_11_img%2F11233.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.seikatsu-guide.com%2Finfo%2F11%2F11233%2F2%2F&tbnid=pfOx-Tv2x9DpLM&vet=12ahUKEwirha_xypXqAhUED94KHX5dDwEQMygiegUIARD1AQ..i&docid=Sz8SL1W4xgjLoM&w=168&h=240&q=%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80%80%E5%BD%B9%E6%89%80%E3%80%80%E5%8C%97%E6%9C%AC&ved=2ahUKEwirha_xypXqAhUED94KHX5dDwEQMygiegUIARD1AQ


（１）目的 

 

 

（２）現状 

・市在校時間集計（平成３１年４月から令和２年２月まで）より 

 

 

 

 

 

 

 

（３）課題 

 

 

 

（４）目標 

 

 

子どもに係る臨時的な特別の事情により勤務せざるを得ない場合は年７２０時間、単月１００時間未満、

複数月平均８０時間を限度とする。 

 

（５）目標達成に向けた四つの視点 

 

 

 

 

 

（６）フォローアップ 

 

 

 

 

 

（７）今後の進め方 

市教育委員会や北本市立学校においては、この「北本市基本方針」に基づき、県と協

力して「学校における働き方改革」を推進していきます。 

働き方改革を推進し、学校教育の質の向上を図る。 

在校時間 ①勤務時間を除いた１か月の在校時間の平均 

      [小学校]４５時間５７分 [中学校]５８時間１４分 

     ②勤務時間を除いた１か月の在校時間が４５時間を超える教諭の割合 

      [小学校]５４．２％   [中学校]６９．７％ 

     ③勤務時間を除いた１か月の在校時間が８０時間を超える教諭の割合 

      [小学校] ２．４％   [中学校]１８．３％ 

 

「授業やその準備に集中できる時間」、「子供と接する時間」及び「自ら専門性を高め
るための時間」の確保、教職員の健康維持増進 

在校等時間の超過勤務※の上限について、①月４５時間以内 ②年３６０時間以内 
を原則とする。※「在校等時間の超過勤務」とは、在校等時間から正規の勤務時間を減じた時間とする。 
 

○教職員の健康を意識した働き方の推進 
○教職員の専門性を踏まえた総業務量の削減 
○教職員の負担軽減のための条件整備 
○保護者や地域の理解と連携の促進 

○ＩＣカードを利用した客観的な在校時間の把握による各学校での教職員の健康管理 
への活用 

○校務支援システムの活用推進による教職員の負担軽減のための条件整備 
○学校での取組例の紹介や情報交換 



３ 目標達成に向けた四つの視点と主な取組（詳細） 

（１）教職員の健康を意識した働き方の推進 

  ・ＩＣカードによる客観的な方法による在校時間の把握及び集計に努めます。 

  ・教職員が休暇を取得しやすい状況を生み出すため、教職員に対する休暇制度の啓

発を行うとともに、長期休業中等に学校閉庁日を設けて、休暇を取得しやすい環

境を整備します。また、休暇制度等について取得手続の簡略化を検討します。 

  ・週休日の確保や振替等が適切に行われるよう、各学校へ確実に周知します。 

 

（２）教職員の専門性を踏まえた総業務量の削減 

・校長会議等において、資料の削減、研修等を同一日の同一会場にまとめることに 

より、会議等の効率化及び出張回数の削減を進め出席者の負担軽減を図ります。 

  ・学校への調査の縮減を更に進めます。 

  ・調査研究事業等で学校へアンケートを実施する際には、既に実施されている調査

や公表数値等を活用するなど調査回数や項目の見直し、削減を行います。 

  ・部活動については、生徒や教職員、保護者等の負担や教育的意義等を考慮して、

大会・コンクール等の参加を精査します。 

 

（３）教職員の負担軽減のための条件整備 

  ・児童生徒や保護者の多様な悩みに対応するため、スクールソーシャルワーカー及

びスクールカウンセラー、さわやか相談員、学習支援室講師の配置と運用の工夫

に努めます。 

・スクール・サポート・スタッフの配置と運用の工夫に努めます。 

  ・特別な支援を必要とする児童生徒への支援や学校図書館教育の充実のために、支

援員の配置など必要な予算の確保に努めます。 

  ・成績処理や指導要録等の事務処理に係り、「校務支援システム」の活用研修会やカ

スタマイズ等を行い、教職員の負担軽減を図ります。 

 

（４）保護者や地域の理解と連携の促進 

  ・「地域とともにある学校づくり」への転換を図るため、コミュニティ・スクールの

推進を図ります。 

  ・教職員の健康増進と休暇取得増進を図るため、「学校閉庁日」の設定を継続すると

ともに、期間の拡大等について検討します。また、保護者や地域への緊急連絡先

の周知など、緊急対応に支障がないように配慮します。 

  ・保護者に対し、教職員の勤務時間及び学校が電話対応できる時間帯への理解を得

られるよう働き掛けます。また、自動音声案内システム対応電話の導入について

検討します。 

  ・生徒及び教職員の心身のバランスを図るため、生徒及び保護者に「北本市の部活動

の在り方に関する方針」及び各学校の「学校の部活動に係る活動方針」について、

丁寧に説明を行うよう働き掛けます。 



 


